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旅
行
業
者

代
理
業
登

録
申
請
手

数
料

一
件

一
五
、
○
○
○
円

旅
行
業
者

代
理
業
登

録
申
請
手

数
料

一
件

一
五
、
○
○
○
円

旅
行
サ
ー

ビ
ス
手
配

一
件

一
五
、
○
○
○
円

条

例

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
産
業
振
興
条
例
等
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
三
十
二
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
分
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
四
号
イ
⑵
中
「
第
二
条
の
三
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
条
の
四
」
を
、
「
と
い
う
。
）
」

の
下
に
「
（
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
養
育
す
る
子
が

二
歳
に
達
す
る
日
）
」
を
加
え
る
。

第
二
条
の
四
を
第
二
条
の
五
と
し
、
第
二
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条
の
四

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
一
歳
六
か
月
か
ら
二
歳
に
達
す
る

ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
の
翌
日
（
当
該
子
の
一
歳

六
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
条
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業

の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は

当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日

又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
と
す
る
。

一

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
す

る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶

者
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
に
お
い
て
地
方
等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合

二

当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
継
続
的
な
勤
務
の
た

め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
任
命
権
者
が
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

第
三
条
第
七
号
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
場
合
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
三
十
三
号

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
旅
行
業
登
録
事
務
の
項
中
「
旅
行
業
登
録
事
務
」
を
「
旅
行
業
法
関
係
事
務
」
に
、

「

を
」

「

に

平
成
二
十
九
年

号

外

八
六

九
月
二
十
九
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

"
%

#
$

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

一



業
登
録
申

請
手
数
料

住
宅
確
保

要
配
慮
者

に
対
す
る

賃
貸
住
宅

の
供
給
の

促
進
に
関

す
る
法
律

関
係
事
務

住
宅
確
保

要
配
慮
者

円
滑
入
居

賃
貸
住
宅

事
業
登
録

申
請
手
数

料

住
宅
確
保

要
配
慮
者

円
滑
入
居

賃
貸
住
宅

の
戸
数

一
戸

一
件

八
、
○
○
○
円

二
戸
以
上

四
戸
以
下

一
件

九
、
○
○
○
円

五
戸
以
上

九
戸
以
下

一
件

一
一
、
○
○
○
円

一
○
戸
以

上
二
九
戸

以
下

一
件

一
二
、
○
○
○
円

三
○
戸
以

上
四
九
戸

以
下

一
件

一
三
、
○
○
○
円

五
○
戸
以

上
九
九
戸

以
下

一
件

一
五
、
○
○
○
円

一
○
○
戸

以
上

一
件

一
八
、
○
○
○
円

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

」

改
め
、
同
表
の
通
訳
案
内
士
関
係
事
務
の
項
中
「
通
訳
案
内
士
関
係
事
務
」
を
「
通
訳
案
内
士
法
関
係
事

務
」
に
、
「
通
訳
案
内
士
登
録
手
数
料
」
を
「
全
国
通
訳
案
内
士
登
録
手
数
料
」
に
、
「
通
訳
案
内
士
登
録

証
訂
正
手
数
料
」
を
「
全
国
通
訳
案
内
士
登
録
証
訂
正
手
数
料
」
に
、
「
通
訳
案
内
士
登
録
証
再
交
付
手
数

料
」
を
「
全
国
通
訳
案
内
士
登
録
証
再
交
付
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
の
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
関
係
事

務
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

別
表
第
三
の
旅
行
業
登
録
事
務
の
項
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

別
表
第
三
の
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
関
係
事
務
の
項
の
改
正
規
定

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

三

別
表
第
三
の
通
訳
案
内
士
関
係
事
務
の
項
の
改
正
規
定

平
成
三
十
年
一
月
四
日

四

別
表
第
三
に
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の

項
を
加
え
る
改
正
規
定

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
十
月
二

十
五
日
）

大
分
県
産
業
振
興
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
三
十
四
号

大
分
県
産
業
振
興
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
大
分
県
産
業
振
興
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
分
県
産
業
振
興
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
大
分
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号

中
「
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
二
十

条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
中
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

（
大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
大
分
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

四

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九

年
法
律
第
四
十
号
。
以
下
「
地
域
経
済
牽
引
事
業
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に

規
定
す
る
促
進
区
域
（
以
下
「
促
進
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
、
地
域
経
済
牽
引
事
業
促
進

不
動
産
特

定
共
同
事

業
法
関
係

事
務

不
動
産
特

定
共
同
事

業
許
可
申

請
手
数
料

一
件

八
○
、
○
○
○
円

小
規
模
不

動
産
特
定

共
同
事
業

の
登
録
又

は
登
録
更

新
申
請
手

数
料

一
件

六
○
、
○
○
○
円

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

二
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法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
（
以
下
「
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
」
と
い

う
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
を
設
置
し
た
事
業
者
（
指
定
工
場
等
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）

第
一
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と

す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
次
条
第
一
号
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
次
条
第
二
号
、
」
を
削
り
、
同
条

第
四
号
中
「
次
条
第
四
号
、
」
を
削
る
。

第
二
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二

削
除

第
三
条
の
見
出
し
中
「
同
意
集
積
区
域
」
を
「
促
進
区
域
」
に
改
め
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
地
域
経
済
牽
引
事
業
促
進
法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
経
済
牽

引
事
業
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
同
意
（
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
の
日
（
以
下
「
同
意
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
五
年
内
に
承
認
地
域
経
済
牽

引
事
業
の
た
め
の
施
設
の
う
ち
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に

関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
九
十
四

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
も
の
（
以
下
「
促
進
区
域
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
た
事
業
者

（
指
定
工
場
等
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
県
税
を
課
さ
な
い
。

第
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
同
意
集
積
区
域
対
象
施
設
」
を
「
促
進
区
域
対
象
施
設
」
に
改
め

る
。第

三
条
の
五
第
一
項
中
「
第
五
条
第
十
九
項
」
を
「
第
五
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
「
法
人
税
法
施
行

令
」
の
下
に
「
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
二
条
」
の
下
に
「
、
第
二
条
の
三
」
を
加
え
、
同
項
第

三
号
中
「
、
工
業
等
導
入
地
区
特
別
償
却
設
備
」
を
削
り
、
「
同
意
集
積
区
域
対
象
施
設
」
を
「
促
進
区

域
対
象
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
二
条
の
二
第
二
号
」
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
、
工
業
等
導
入
地
区
」
及
び
「
、
工
業
等
事
業
用
設
備
」
を
削
り
、
「
同
意
集
積

区
域
対
象
施
設
」
を
「
促
進
区
域
対
象
施
設
」
に
改
め
、
「
第
二
条
」
の
下
に
「
、
第
二
条
の
三
」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
条
」
の
下
に
「
、
第
二
条
の
三
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
産
業
振
興
条
例
第

二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
第
一
条

第
四
号
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促

進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
同
意
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
大
分
県
産
業
振
興
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
七
号
。
以
下
「
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
企
業
立
地
計
画
に
従
い
平
成
三
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
工
場
等
に
係
る
適
用
工
場
等
の
指
定
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

一
部
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
企
業
立
地

計
画
に
従
い
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
設
備
を
設
置
す
る
事
業
者
に
対
す
る
課
税
の
免
除
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
前
又
は
施
行
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
提
出
す
べ
き
新
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
申
請
書
及
び
新
条
例
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
徴
収
猶
予
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、
新
条
例
第

四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
三
十
五
号

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
大
分
県
大
分
南
警
察
署
の
項
中
「
松
が
丘
四
丁
目
」
の
下
に
「
、
寒
田
わ
か
ば
台
」
を
加
え

る
。

第
二
条

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
大
分
県
大
分
南
警
察
署
の
項
中
「
寒
田
わ
か
ば
台
」
の
下
に
「
、
判
田
台
東
一
丁
目
、
判
田
台

東
二
丁
目
、
判
田
台
北
一
丁
目
、
判
田
台
北
二
丁
目
、
判
田
台
北
三
丁
目
、
判
田
台
北
四
丁
目
、
判
田
台

南
一
丁
目
、
判
田
台
南
二
丁
目
、
判
田
台
南
三
丁
目
、
判
田
台
南
四
丁
目
」
を
加
え
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

三



附

則

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
三
十
年
一
月

六
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

四


